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第３章　プランの体系3
１．プランの体系図

基本目標
Ⅰ 男女が共に参画する社会づくり

施策の方向

政策・方針決定過程
への女性の参画推進　

（ 1）市の政策・方針決定過程への女性の参画推進

（ 2）女性職員の管理職への積極的な登用

（ 3）地域等における方針決定過程への男女の対等な参画促進

地域における男女共同
参画の促進

（ 1）男女で共に支える地域活動の促進

（ 2）防災や環境、まちづくりなどへの男女共同参画の促進

（ 3）地域活動への参加を促進するための環境づくり

課題 1

課題 2

基本目標
Ⅱ 男女共同参画社会実現に向けた文化の創造

施策の方向

男女共同参画の意識
づくり

（ 1）男女の人権尊重に関する法律の理解の促進

（ 2）男女共同参画の視点に立った情報提供や啓発活動の充実

（ 3）男女共同参画の視点に立った慣行の見直し

（ 4）表現における男女共同参画の推進

生涯にわたる男女共同
参画にかかわる教育や
学習の推進

（ 1）男女平等保育・教育の推進

（ 2）学校教育における人権尊重に基づいた性教育の推進

（ 3）教職員、保育士への男女共同参画の推進

（ 4）性別役割にとらわれない家庭教育の促進と保護者との連携

（ 5）男女共同参画の視点での学習機会の提供と支援

国際社会への理解
（ 1）国際規範の認識の促進

（ 2）「開発と女性」への理解の促進

性別にとらわれない
活動の推進

（ 1）男女共同参画を推進する市民等のエンパワーメントの支援

（ 2）男女共同参画の視点に立った文化創造活動の推進と支援

（ 3）男女共同参画社会を目指すスポーツ活動の推進と支援

（ 4）パソコンを活用した活動等の支援

課題 1

課題 2

課題 3

課題 4
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基本目標
Ⅲ 働く場での男女共同参画の推進

施策の方向

男女の働く権利の確立
（ 1）労働に関する法律・権利の周知

（ 2）性別にとらわれない労働観・職業観の醸成

就業や起業に関する
支援

（ 1）就労継続への支援

（ 2）再就職への支援

（ 3）起業に関する情報の提供

（ 4）女性の活用促進に関する企業への働きかけ

行政内部における男女
平等の推進

（ 1）採用・配置における男女平等の推進

（ 2）市職員の研修の充実

課題 1

課題 2

課題 3

基本目標
Ⅳ 仕事と生活の調和の実現

施策の方向

男女共同参画の子育て
支援の促進

（ 1）地域における子育て支援サービスの充実

（ 2）仕事と子育ての両立に向けた支援

（ 3）男性の子育てへの参画促進

仕事と生活の両立支援

（ 1）仕事と生活の両立に向けた支援

（ 2）仕事と生活の両立に向けた啓発

（ 3）男性の育児・介護休業取得促進

（ 4）女性のライフプランニング支援

課題 1

課題 2

基本目標

Ⅴ
あらゆる人が生きがいを持って安心して暮らせる
環境整備

施策の方向

看護・介護への社会的
支援

（ 1）介護施策の充実

（ 2）男性の看護・介護への参画促進と支援

高齢者や障害者の自立
と連帯への支援

（ 1）高齢者への自立支援

（ 2）障害者への自立支援

（ 3）男女共同参画による福祉のまちづくりの推進

（ 4）高齢者や障害者の自主活動やネットワーク活動の支援

多様な家族への理解と
生活支援

（ 1）多様な家族形態を認め合い、分かり合うための啓発活動の推進

（ 2）多様な家族への生活支援

地域に居住する外国人
女性への理解と支援

（ 1）市内に在住する外国人女性への支援

（ 2）多文化共生への理解促進

課題 1

課題 2

課題 3

課題 4
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施策の方向

生涯を通じた女性の
健康づくり　

（ 1）生涯の各時期に応じた健診の普及と必要な医療と連携した
　　  相談体制の整備

（ 2）女性の健康づくりの支援

性と生殖に関する健康
と権利の保障　

（ 1）性と生殖に関する健康と権利についての意識の浸透

（ 2）妊娠・出産・育児期の健診・相談の充実

（ 3）HIV／エイズ、性感染症についての予防啓発の推進

男性の心身の健康
づくり

（ 1）男性の心身の健康づくりに向けた啓発

（ 2）相談体制の充実

課題 1

課題 2

課題 3

基本目標
Ⅵ 生涯を通じた心と身体の健康づくり

施策の方向

あらゆる暴力根絶に
向けた環境づくり　

（ 1）暴力根絶に向けての啓発
（ 2）暴力に対する相談・連携体制の充実

配偶者等からの暴力
(DV)根絶に向けた啓発
の推進

（ 1）配偶者等からの暴力（DV）防止に関する啓発の推進

配偶者等からの暴力
(DV)に対する相談体制
の整備　

（ 1）相談体制の充実

（ 2）連携体制の充実

配偶者等からの暴力
(DV)被害者への保護・
自立支援　

（ 1）被害者保護のための支援

（ 2）生活自立のための支援
課題 4

課題 1

課題 2

課題 3

基本目標
Ⅶ 女性等に対するあらゆる暴力の根絶
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